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令和７年度（２０２５年度）学校活動の主な変更点について 
  

厳冬の候、皆様方におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申しあげます。

平素は、本校の教育に格別のご協力をたまわりありがとうございます。 

来年度より以下の点につきまして、変更する予定ですので、お知らせさせていただきます。 

 

１．1年生の日課の変更について 

 現在、1年生は 1週間通して、5時間授業となっていますが、余剰時間が多い等の理由から、

来年度から水曜日を 4時間授業とします。水曜日の下校時刻は１３：４５となります。その他の曜

日については変更ありません。 

 なお、月に一度水曜日に行っていた集団下校については、全校が 5時間授業となる月曜日に

行いますので、お知りおきください。 

 

２． 給食エプロンについて 

 現在、給食エプロンは、市で購入したものを家庭で洗濯していただきながら複数の児童が使用

していますが、感染症防止や柔軟剤の香りの嗜好等の観点から、給食エプロン・帽子を個人所

有に切り替えることとしました。準備が間に合わなかったり、持ってくるのを忘れたり、従来の学校

エプロンを希望されたりする場合は、貸し出しをいたします。 

 来年度より給食当番時に、以下の物を各家庭でご準備いただきたく存じますので、ご協力を賜

りますようお願い申しあげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 色・柄については指定しません。 

・ 当番時の週初めに持参し、週末に持ち帰ります。学校の物を借りた場合は、洗濯・アイロンがけ

をし、月曜日に持参してください。（柔軟剤の残り香については、ご配慮ください） 

各家庭でご準備いただくもの 

◆エプロン：割烹（かっぽう）着のように袖のある方が衛生・安全上好ましいですが、以下の

物も可とします。 

        ・スモック 

        ・袖のないサロンエプロンタイプの物（胸当てのついているもの） 

◆帽子：かぶって髪の毛を覆うタイプの物が好ましいですが、以下の物も可とします。 

        ・三角巾・バンダナ等 毛髪を覆う目的を達しうるもの 

◆エプロン・帽子を入れる袋・マスク 


